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令和５年度予算編成について 
◎国の概況 

政府は、令和４年６月７日に『経済財政運営と改革の基本方針２０２２ 新しい資本主義へ～

課題解決を成長エンジンに変え、持続可能な経済を実現～』を閣議決定しました。新型コロナウ

イルス感染症の長期化、ロシアのウクライナへの軍事侵攻などといった国を取り巻く環境の変化

と、輸入資源価格の高騰、潜在成長率の停滞、災害の頻発化・激甚化といった国内の構造的課題

が同時かつ複合的に押し寄せています。このような世界経済の不確実性が増す中、コロナ禍から

の社会経済活動の確かな回復を第１段階とし、第２段階として、「人」、「科学技術・イノベーシ

ョン」、「スタートアップ」、「グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）とデジタルトランスフ

ォーメーション（ＤＸ）」の分野に重点的な投資を行い、課題解決と経済成長を同時に実現する

ことで、まず経済をしっかり立て直し財政健全化に取り組むとしています。また、地方財政につ

いて具体的に触れていませんが、前年度の方針に、「地方が安定的に必要となる一般財源総額は、

令和４年度から令和６年度までの３年間について、令和３年度地方財政計画の水準を下回らない

よう実質的に同水準を確保する」と明記されたことから、この方針を踏襲されるものと考えます。

よって、交付税交付団体である本市にとって、歳入一般財源総額は一定確保されますが、大きな

伸びは期待できないものとなっています。一方、新型コロナウイルス感染症対応として国は地方

に多額の財政移転を実施していることから、感染収束後、早期に地方財政の歳出構造を平時に戻

すとされていることに留意しなければなりません。 

政府の『中長期の経済財政に関する試算』における成長実現ケースとして、２０２２年度の経

済成長率は、コロナ禍からのサービス消費の回復が見込まれることにより、実質２．０％、名目

２．１％程度の成長率と見込まれています。その後、実質２．０％、名目３．０％程度の成長率

が実現すれば、政府の目指すプライマリーバランスの黒字化は、歳出改革を織り込まない自然の

姿では、２０２６年度になる見通しです。 

令和５年度予算編成に向けては、８月３１日を期限として各省庁に対し概算要求を求め、要求

総額は１１０兆円超と、過去最大であった令和４年度に次ぐ規模になる見通しで、課題事項の防

衛費の増額や少子化対策、脱炭素などについて現段階で金額を示さない枠外事項要求が山積して

おり、予算編成過程でさらに積み上がると見込まれます。また、総務省の地方財政収支の仮試算

においては、税収を２．７％の増、地方交付税を０．８％増としたのに対し、財源不足を補うた

め交付税の代替財源である臨時財政対策債を過去最少規模となる２６．９％減とし、財源不足に

よる国と地方が折半して借金することを前年度に引き続き解消したうえで、地方一般財源総額を

０．３％増と前年度水準レベル程度を確保するとされています。 

また、物価高騰対策として１０月中に総合経済対策を取りまとめ、秋の臨時国会に令和４年度

補正予算（第２号）を提出し年内成立を目指すとされていることから、今後の国の動向に留意が

必要です 

 

◎本市の状況 

令和３年度決算において、市税のコロナ禍の影響による落ち込みが当初想定よりも落ち込まず、

令和２年度のコロナ特例にかかる徴収猶予が納期到来により納付されたため市税全体では微増、

普通交付税が国の補正予算により臨時財政対策債の償還財源を前倒し交付され増加したことに

より、財政調整基金繰入金を除く一般財源は前年度より約１５億円の増となりました。一方、歳

出においては、特別定額給付金事業が令和２年度限りであったことなどにより決算規模は減少し

ましたが、ワクチン接種対策事業や国の地方創生臨時交付金を活用した市民生活支援策を速やか

に実施しました。ふるさと納税の好調も相まって、基金全体の増強および市債残高の減少となり

ました。 
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令和４年度は、４月に市長選挙が執行されることから、当初予算を骨格予算、６月補正予算の

一部を肉付け予算として本予算を編成しました。本市の特色ある取り組みと持続可能な財政運営

の両立を図るため、財政調整基金を５．４億円、加えてふるさと応援基金活用枠１１．１億円の

取り崩しとしています。 

令和４年度以降の見通しにおいては、８月に中期財政計画を公表しましたとおり、団塊の世代

が７５歳に到来しはじめることや多様な働き方による保育ニーズの高まりによる社会保障関係

経費の増加に加え、いよいよ市庁舎整備事業、安土コミュニティエリア整備事業、国スポ・障ス

ポ施設整備事業といった大型施設整備事業が本格化するため、これまで蓄えてきた基金を取り崩

して財政出動しなければなりません。施設整備完了後においても後年度における公債費増加は避

けられないことから、実効性と結果を出す行財政改革および意識改革への取り組みが必要となり

ます。 

よって、このような大きな転換を迎える中で、市民生活に不可欠なサービスを安定的に提供し、

新たな行政課題にしっかりと対応する必要があることから、すべての事業において、社会経済情

勢や１０年先の近江八幡市を見据え、目的や最終的な効果のイメージを明確化したうえで、改め

て原点に立ち返るゼロベースからの見直し、類似事業の整理・統合や重複排除の徹底、事業の優

先順位と取捨選択、事業の効率化と費用対効果（ワイズスペンディング）、あわせて斬新なアイ

デアによる歳入の確保などの聖域のない改革を、スピード感と緻密さをもって、全ての職員がみ

んなで取り組んでいくものとします。 
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予算編成の基本方針及び基本的な考え方について 
 

◎全体的事項 

① 基本目標 

市の最上位計画である『近江八幡市第１次総合計画』（平成３１年３月策定：計画期間 平成

３１年度～令和１０年度）に掲げられている６つの基本目標を柱として、効率的かつ効果的な

施策の展開を図り、将来のまちの姿を示す【人がつながり 未来をつむぐ「ふるさと近江八幡」】

の予算を編成するものとします。 

（１）創造性が豊かで行動力があり、地域を担い未来へ通じる「人」を育みます 

（２）一人ひとりが互いに支え合い、心のかよう地域社会を創ります 

（３）豊かな自然、歴史、文化を守り・活かし、未来に引き継ぎます 

（４）地域の魅力を掘り起こし、暮らしを支える産業を興します 

（５）時代にあった安全・安心な生活基盤を築き、次世代への礎を築きます 

（６）協働と連携に基づいてしなやかな「地域の経営」ができる体制を整えます 

 

② 予算 

当初予算編成において全ての一般財源を予算化することで、補正予算に対応するための財源

は確保しておらず、「歳入に見合った歳出」の原則に基づき、行政の永続性の観点から持続可

能な体質の実現のため、決算総額を想定（通年予算）したものとし、財政の健全化に取り組む

ものとします。 

したがって、各部課においては、更なる予算要求の精度の向上と要求内容の責任が問われる

ことになること、つまり当初予算編成時から「補正予算で対応できる」といった安易な考え方

は捨てていただく一方、予算が不足することを懸念した過剰な見積もりや身の丈に合わないフ

ルスペックの見積もりは避けていただき、現状に見合った必要な事業予算を確実に見積もった

「年間予算」という考えを認識して予算要求ください。 

 

③ 予算編成方式 

これまでの編成方式の基本的な考え方を引き継ぎ、前年度と同様の編成区分とする『枠配

分・基金対応事業枠併用方式』による予算編成方式とします。 

当初１次は枠配分対象外経費、もしくはあらかじめ事業を指定した基金対応事業、当初２次

は枠配分対象経費とします。当初２次においては、特色ある取り組みと持続可能な財政運営（枠

配分の達成）の両立を目指すとして、ふるさと応援基金の活用を推進します。 

 

④ 歳入一般財源について 

市税については、令和４年度の賦課状況と感染症への不透明感が薄らぎ、市民税は回復基調、

固定資産税は新増築家屋の増加とし、前年度当初予算よりも２．１％増加で見込んでいます。

しかしながら、市税が歳入の根幹であることを踏まえ、今後の景気経済状況や税制改正等の動

向を注視するとともに、徴収方法についてもより一層検討を加え、見積もりの精度向上を図っ

てください。 

地方交付税のうち普通交付税については、一定の行政サービスを提供できる財源保障機能を

有することから市税等の増減収分７５％に逆連動する仕組みです。市税等の増加に連動して、

現状の交付税総額を維持しつつ、交付税の代替措置である臨時財政対策債を大きく減少させ、

交付税の先送りを抑制することが国の見通しとなっており、普通交付税と臨時財政対策債を合

わせた額は、令和４年度の交付状況を鑑み、前年度よりも２．７％増加で見込んでいます。 
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よって、財政調整基金繰入金を除く歳入一般財源総額としては約５．４億円増加と現段階で

は見込んでいます。 

歳入一般財源は、過大な見積もりが赤字決算の要因になることを意識しつつ、景気経済情勢

と交付実績の連動、および現段階での情報により最大限予算化し、前年度当初予算を上回る規

模を確保しています。今後の景気経済状況や国県の動向を注視することに努めてまいりますが、

不足する財源については基金での追加対応しか残されていないことを強く認識願います。 

 

⑤ 当初１次予算について 

  １）枠配分対象外経費について 

   職員給与費、法令に基づき国県と負担割合により実施する扶助費（国県負担金を財源とする

扶助費、以下、法定扶助費という）および公債費等について、既に要求を受付け、事務査定を

行いましたが、再度、決算見込額を想定した確認を行ってください。 

  ２）基金対応事業について 

   基金対応事業は、当初２次の枠配分額とは別枠で対応することとし、所要一般財源は確保さ

れますが、基金残高には限りがあることから、財源確保と事業費の精査が必要です。また、市

の主要事業になることから、事業の目的、内容、スケジュール、効果について明らかにした説

明責任が求められることを認識ください。 

    ア）公共施設等整備基金活用枠 

     おおよそ３年間以上の複数年度にわたって総事業費５億円以上を目安した大型施設整

備事業を対象とします。既に概算要求額を確認していますが、事業進捗状況を見極めた中

で、改めて当初２次予算要求の時期に当初１次として本要求するものとしますので、事業

スケジュールや概算要求時の内示指示事項も含め、改めて事業費の精査に努めてください。 

・新市庁舎整備事業 

（関連事業であるネットワーク構築事業、総合福祉センターおよび南別館改修事業含む） 

・第７９回国民スポーツ大会施設整備事業 

・文化会館長寿命化改修事業 

・文芸セミナリヨ等長寿命化改修事業 

・安土コミュニティエリア整備事業 

   イ）子ども・子育て支援基金活用枠 

     市長公約である「子ども医療費助成事業」と「学校給食費多子世帯支援事業」を対象と

し、既に概算要求額を確認していますが、医療費の動向や対象者数等の決算想定額を見極

めた中で、改めて当初２次予算要求の時期に当初１次として本要求するものとします。 

   ※市長公約の高齢者施策は、制度スキームおよび財源を含めて予算編成過程で対応すること

とします。 

   ※令和２年度に実施した提案型によるふるさと応援基金活用は、３年間（令和２～４年度）

事業とし、その間は当初１次の位置づけであったことから、令和５年度も継続し、ふるさ

と応援金基金活用にふさわしい場合は当初２次で要求できるものとします。 

     ・オープンガバナンス推進事業 

     ・絵本に囲まれて育つ子ども推進事業 

     ・子ども発達支援強化プロジェクト事業 

     ・本のまち！動く図書館事業 
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⑥ 当初２次予算について 

令和５年度の歳入一般財源総額（基金繰入額を除く）は最大限予算化し、前年度当初予算を

上回る規模を確保しているところです。歳入一般財源総額から当初１次の枠配分対象外経費に

必要な一般財源を差し引いた額が枠配分額となります。これまでと同様、財政調整基金より一

定額（２．５億円）の繰り入れを行うことで、 

枠配分要求額は、前年度当初予算より一般財源ベースおいて、１．６％の増加。 

前年度当初予算で活用したふるさと応援基金充当事業のうち、単年度事業を除き引き続き

ふるさと応援基金を活用する前提での算定。さらに、新規または拡充事業に限り、総額４億

６千万円のふるさと応援基金特別枠を別枠設定 

とします。 

なお、前年度と同様、扶助費や施設維持管理経費、医療費会計への法定繰出金等は、経常的

で固定的な経費であり削減し難い経費のため、伸び率等を勘案した中で、優先的に枠配分額を

算定していますので、部ごとに削減率は異なります。 

配分は部単位で行いますので、これまで以上に部内における積極的な議論が重要となり、各

所管課のテリトリーを度外視した、事業の取捨選択や事業手法の抜本的見直しについての真剣

な議論が必要です。今回、枠配分予算編成導入以来、初めてのプラス提示となりますが、全事

業の一律削減といった小手先手法や最終判断を査定に委ねるのではなく、限りある財源という

制約のなかで面白みを感じながら工夫し身の丈に合った要求とし、枠配分を達成する要求とし

てください。 

枠配分を達成するためには、次のいろいろな観点に向けることが非常に重要となります。 

・地方自治法第２条第１４項に基づく『最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ

ならない。』を念頭に、市民サービスへの課題解決と効率的な提供 

・改めてゼロベースから見直し、類似事業の整理・統合や重複排除の徹底 

・事業の選択と集中による優先順位と市民ニーズの把握に努め、その必要性や効果、経費積

算の妥当性の見極め 

・事業当初の目的を達成している場合は廃止 

・歳入確保に向け、受益者負担の適正化はもとより斬新なアイデアによる新たな歳入提案 

・将来の歳出抑制に繋がる予防的経費は、中長期的な視点から事業効果が損なわれていない

かの検証 

・決算等で多額の不用額が生じている場合は、積算や事業量を精査し不用額の縮減 など 

また、枠配分額を超過する要求については、「歳入に見合った歳出の原則」を堅持するため、

行政改革査定として削減提案を実施し、見直しを求めます。 

 

⑦ 当初２次におけるふるさと応援基金の活用について 

歳入確保の取り組みとして非常に好調なふるさと寄附金については、特色ある取り組みと持

続可能な財政運営（枠配分の達成）の両立を図るために、ふるさと応援基金総額１２億円を２

段階の活用として実施します。 

「ふるさと納税」の本来の趣旨である「地方で生まれ育ち都会に出られた方から生まれ故郷

への恩返し」「お世話になった地域、応援したい地域への貢献」という観点から、「子ども・子

育て施策」や「高齢者施策」にも積極的に活用します。 

１）対象とする要件 

  ・本市の今後の発展を見据え、対外的に本市をアピールできる独自事業（既存事業の見直

し含む） 

・市民が直接享受する（実感できる）事業 
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  ・既存、新規および拡充は問わない、ハードソフトも問わない 

  ・ハード事業（実施設計費、工事請負費、備品購入費、ハード整備補助金等） 

  ・ソフト事業（市民が直接享受する補助金、報償費、委託料、扶助費等） 

  ・１事業の事業費が１００万円以上 

  ・キーワード「活力ある地方創り」、「子ども・子育て支援」、「高齢者生きがい」、「安全・

安心な生活基盤」、「ＧＸ・ＤＸ」 

  ・充当する予算科目名称は、事業単位で個別事業予算化、あるいは充当科目が細々節（委

託料や補助金）のみである場合は細々節の科目名称を個別化して際立たせる 

  ・関係人口の増加や今後の寄附に繋がることが期待できる事業 

 【活用不可のもの】 

  ・予算編成における当初１次義務的経費（人件費、扶助費、公債費） 

  ・経常的な施設維持管理経費（指定管理者委託や包括運営委託を含む） 

  ・法令によって負担しなければならない経費 

  ・各種団体への運営補助金 

   ※団体が事業を臨時的に実施するための充当は可能 

  ・行政内部の事務的経費（計画策定、基本設計を含む） 

   ※ただし、行政内部事務にかかるデジタル化によって将来業務効率を目指す事業につい

ては、初期投資や既存費用との並行期間のみ、期間限定（３～５年間を上限）で充当

可能とし、その後は、業務効率が図れた効果額（一般財源）で補うものとする。 

２）２段階活用 

【１】前年度からの事業を継続するため、総額７億４千万円を各部に配分 

前年度に充当した事業が継続事業である場合、各部に配分しています。配分額を超えての

要求は出来ません。 

【２】新規または拡充枠に限り、総額４億６千万円の特別枠を別枠設定（要求シートの提出） 

各部における特色ある事業を機動的かつ柔軟に対応していく判断から、あらかじめ部ごと

に配分せず、事項別要求とし、枠配分外で要求できる特別枠を設定します。 

新しい課題に挑戦して失敗を繰り返し修正して成功に導く（トライアンドエラー）といっ

た実証実験的事業も対象とします。 

当該特別枠は、あらかじめ部ごとに配分せず、事項別要求とし、なお、枠配分を達成した

部の特別枠要求事業は、優先的な採択基準の一つとします。 

３）『ふるさと応援基金活用審査会』の設置 

特別枠について、充当事業の事業目的、事業スキームおよび事業効果を活用の適正、妥当

性を審査します。 

審査は当初２次予算要求から市長査定実施までの期間に実施し、詳細は後日通知します。 

 

⑧ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への対応について 

感染症拡大防止対策予算は当初２次での要求とし、その取り扱いは、前年度に引き続き、感

染防止対策が必要と想定した予算とする。ただし、予算要求編成過程において、新型コロナウ

イルスの感染法上の位置づけ、感染状況の変化または国県の今後の動向によっては、その対応

を改める場合がありますのでご了承願います。 

 

⑨ 事務事業評価との連携について 

令和４年８月１０日付け行政経営改革室長、財政課長名で依頼しました「令和４年度事務事

業評価シートおよび令和５年度新規事務事業計画シートの提出について（依頼）」のとおり、
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限られた行政資源をより一層効果的な市民サービスに繋げることを念頭に、事務事業のＰＤＣ

Ａマネジメントと令和５年度当初予算編成の連携を実施します。 

令和４年１０月中に評価委員による事務事業評価を実施しますので、評価内容を真摯に受け

とめ、コスト意識と時代の流れを読み、事務事業評価を活用した効果的で優先順位に基づく自

発的な事業の選択を積極的に行ってください。評価対象となった事業のシートは予算要求資料

の一つとします。 

 

⑩ 予算編成過程の公開について 

市政運営の透明性の向上と市民の市政参画を推進するために、「予算の見える化」として、

予算編成過程の公開をしています。枠配分額や見積要求額、予算見積にかかる部の方針等の公

開を予定していることから、これらの公表を念頭において予算見積を行い、市民への説明責任

を果たしてください。 

 


